
議第22号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例案

上記の議案を提出する。

平成27年 2 月17日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例

（滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正）

第 1条 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第71号）

の一部を次のように改正する。

別表(60)の項、(61)の項および(61)の 3 の項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

（」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（」に改める。

（滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第 2条 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和49年滋賀県条例第 7号）の一部を次のよ

うに改正する。

第29条第 1項第 3 号中「鳥獣保護・狩猟取締担当職員」を「鳥獣保護・管理・狩猟取締担当

職員」に、「保護または」を「保護もしくは管理または」に改める。

（滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部改正）

第 3条 次に掲げる条例の規定中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。

(1) 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例第29条第 1項第 3号

(2) 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）第 139 条第 2項第 1号および第 142 条の 3第

1項ならびに付則第11条第 1号

(3) 滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）第 2条第 2項第83号および

別表第65

(4) 滋賀県住民基本台帳法施行条例（平成14年滋賀県条例第15号）別表第 2第 9項

(5) ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例（平成18年滋賀県条例第 4号）第40条第

2項および第41条ただし書

（ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例の一部改正）

第 4条 ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例の一部を次のように改正する。
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第40条第 2項中「特定鳥獣保護管理計画が」を「第 1種特定鳥獣保護計画または同法第 7条

の 2第 1項に規定する第 2種特定鳥獣管理計画が」に、「当該特定鳥獣保護管理計画」を「当

該第 1種特定鳥獣保護計画または当該第 2種特定鳥獣管理計画」に改める。

（滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区域等を表示する

標識の寸法を定める条例の一部改正）

第 5条 滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区域等を表示

する標識の寸法を定める条例（平成24年滋賀県条例第12号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく指定猟法禁止区

域等を表示する標識の寸法を定める条例

第 1条中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律（」に改める。

付 則

この条例は、平成27年 5 月29日から施行する。
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